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指名停止理由 有資格業者名 決定日 適用条項 備　　考

野瀬産業株式会社 令和7年4月30日 別表第４

令和7年5月1日 から 措置要件（１）

令和7年5月31日 まで

新明和工業株式会社
令和7年5月15日 別表第２

令和7年5月16日 措置要件（６）イ

令和7年8月15日

新明和工業株式会社
令和7年11月7日 別表第２

令和7年11月8日 措置要件（６）イ

令和8年2月7日

株式会社中央技術コンサ
ルタンツ

令和7年11月28日 別表第２

令和7年11月29日 措置要件（９）イ

令和8年5月28日

株式会社香川建設 令和8年3月18日 別表第２

令和8年3月19日 措置要件（１１）

令和8年4月18日

令和７年度　物品等供給契約における指名停止業者一覧表

指名停止対象業者及び状況説明書
令和８年３月１８日　現在

措置期間

1

本市営業課発注の「令和７年度　次亜塩素酸ソーダ
（20ｋｇ当たり単価）」において落札者と決定された
にもかかわらず、令和７年4月21日、契約辞退届出書
を提出し、当該契約を締結しなかったため。

1か月
福岡県大牟田市倉永１５
８８－１

東京都新宿区西新宿８－
５－１

5

株式会社香川建設は、大分県内の家屋解体撤去工事現
場において、高さ約３ｍの解体中の家屋２階床上で、
要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置
を講じることなく労働者に作業を行わせ、墜落により
負傷させた。この件に関し、同社及び同社の代表取締
役は大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、
それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月
17日に刑が確定したことは、「指名停止基準　別表第
2　措置要件（11）」不正又は不誠実な行為に該当す
るため。

1か月
大分県佐伯市大字稲垣１２７
８番地

2

新明和工業株式会社は、特定エレベーター方式ＰＳ設
置工事において、独占禁止法第3条（不当な取引制限
の禁止）に違反する行為を行ったとして、令和7年3月
24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納
付命令を受けたことは、「指名停止基準　別表第2
措置要件（6）のイ」独占禁止法違反行為に該当する
ため。

３か月
兵庫県宝塚市新明和町１
番１号

3

新明和工業株式会社は、特定特装車製品の製造販売に
おいて、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）
の規定に違反する行為を行っていたことにより、公正
取引委員会から令和7年9月24日付けで違反事業者とし
て認定されたことは、「指名停止基準　別表第2　措
置要件（6）のイ」独占禁止法違反行為に該当するた
め。

３か月
兵庫県宝塚市新明和町１
番１号

4

宮城県気仙沼市が発注した「田中百目木線外４路線概
略・予備設計業務」の入札において、株式会社中央技
術コンサルタンツの東北支店長が、事前に同市職員か
ら入札情報に関する資料を受け取り、最低制限価格に
近い価格で不正に受注したとして、公契約関係競売等
妨害の疑いで令和7年7月21日逮捕されたことは、「指
名停止基準　別表第2　措置要件（９）のイ」競争入
札妨害又は談合に該当するため。

６か月


